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   つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程 

 

平成２５年 ７ 月 １ 日 

病院事業管理規程第 ６ 号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期間」とい

う。）において、つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程（平

成２４年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第１８号。以下「給与規程」という。）第３条第２

項に規定する給料表の適用を受ける職員（医療職給料表（一）の適用を受ける職員を除く。以下「職

員」という。）の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （給料月額の特例） 

第２条 特例期間における給料（給与規程附則第５項から第７項までの規定による給料を含む。以下同

じ。）の支給に当たっては、給与規程第３条第２項の規定にかかわらず同項に定める給料月額から、

当該額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区

分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合（以下「支給減額率」という。）を乗じて得た額を減ずる。 

給料表 職務の級 割合 

 

行政職給料表（一） 

２級以下 １００分の２．５ 

３級 １００分の３．５ 

４級以上 １００分の４．６ 

 

医療職給料表（二） 

２級以下 １００分の２．５ 

３級及び４級 １００分の３．５ 

５級以上 １００分の４．６ 

 

医療職給料表（三） 

 

２級以下 １００分の２．５ 

３級及び４級 １００分の３．５ 

５級以上 １００分の４．６ 

行政職給料表（二） 
３級以下 １００分の２．５ 

４級以上 １００分の３．５ 

 （管理職手当の額の特例） 

第３条 特例期間における管理職手当の支給に当たっては、給与規程第４９条第１項の規定にかかわら

ず、同項の規定による管理職手当の額から、当該額に１００分の１０を乗じて得た額を減ずる。 

 （給与を減額する場合の勤務しない１時間当たりの給与額の特例） 

第４条 特例期間における給与規程第６６条に規定する勤務しない１時間当たりの給与額は、給与規程

第４６条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務しない１時間当たりの給与額から、当

該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。 

 （勤務１時間当たりの給与額の特例） 

第５条 特例期間における給与規程第４２条から第４４条までに規定する勤務１時間当たりの給与額

は、給与規程第４６条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した勤務１時間当たりの給与額か

ら、当該額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。 

 （休職者の給与の特例） 

第６条 特例期間における給与規程第６７条第３項から第７項までに規定する当該職員への給与の支
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給に当たっては、同条第３項から第７項までの規定にかかわらず、当該給与から次の各号に掲げる規

定の区分に応じ当該各号に定める額を減ずる。 

（１）給与規程第６７条第３項 第２条及び第３条に定める額 

（２）給与規程第６７条第４項又は第５項 第２条に定める額に１００分の８０を乗じて得た額 

（３）給与規程第６７条第６項 第２条に定める額に、給与規定第６６条の規定により当該職員に支給

される給与に係る割合を乗じて得た額 

（４）給与規程第６７条第７項 第２条に定める額に、給与規定第６６条の規定により当該職員に支給

される給与に係る割合を乗じて得た額 

 （部分休業又は介護休暇に係る勤務１時間当たりの給与額の特例） 

第７条 特例期間におけるつがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成２４年つがる西北五広域連合条例第１３号）第２０条第２項に規定する部分休業又は介護休暇に係

る勤務１時間当たりの給与額は、給与規程第４６条の規定にかかわらず、第４条の規定により算出し

た額とする。 

 （端数計算） 

第８条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、

当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 （期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額） 

第９条 特例期間における期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額は、第２条の規定にかか

わらず、同条の規定による減額前の給料月額とする。 

 （特殊業務手当の算定の基礎となる給料月額） 

第１０条 特例期間における特殊業務手当の算定の基礎となる給料月額は、第２条の規定にかかわらず、

同条の規定による減額前の給料月額とする。 

 （退職手当の算定の基礎となる給料月額） 

第１１条 特例期間における青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例（昭和４６年青森県市町村職

員退職手当組合条例第１号）に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額は、第２条の規定にか

かわらず、同条の規定による減額前の給料月額とする。 

附 則 

 この規程は、平成２５年７月１日から施行する。 


